
別紙標準様式（第６条関係）   

会 議 録 

会 議 の 名 称 令和６年度(2024年度)第１回枚方市建築審査会 

開 催 日 時 
令和６年(2024年)4月 25日 

（木曜日） 

14時 00分から 

15時 00分まで 

開 催 場 所 枚方市庁舎（分館）４階 会議室 

出 席 者 
藤井会長、寺地会長代理、 

佐野委員、東野委員、牧田委員 

欠 席 者 太田委員、三宅委員 

案  件  名 

審議案件 

議案第１号 

養父丘１丁目における建築基準法第 43 条第２項第２号の

規定による許可について 

報告案件 

報告第１号 

建築基準法第 43 条第２項第２号許可の一括同意基準に基

づく報告事項 

提出された資料等の 

名 称 

１ 議事次第 

２ 令和６年度第１回枚方市建築審査会議案書及び報告資料 

３ 第 43条第２項第２号許可取扱要領等参考資料 

決   定   事   項 

１ 次の案件について枚方市建築審査会として同意した。 

議案第１号 

養父丘１丁目における建築基準法第 43 条第２項第２号の

規定による許可について 

２ 次の案件について枚方市建築審査会として報告を受けた。 

報告第１号 

建築基準法第 43 条第２項第２号許可の一括同意基準に基

づく報告事項 

会議の公開、非公開の別 

及 び 非 公 開 の 理 由 

議案第１号の案件については、公開。報告第１号の案件につい

ては、枚方市情報公開条例第５条第１号に該当するため、非公

開。 



 

会議録の公表、非公表

の別及び非公表の理由 

議案第１号の案件については、公表。報告第１号の案件につい

ては、枚方市情報公開条例第５条第１号に該当するため、非公

表。 

傍 聴 者 の 数 なし 

所 管 部 署 

（ 事 務 局 ） 
都市整備部 開発調整課 

 



 

審  議  内  容 

藤井会長 定刻となりましたので、ただいまより、令和６年度第１回枚方

市建築審査会を始めさせていただきます。本日は委員の皆様方に

はお忙しい中、ご出席をいただきありがとうございます。 

今回は、令和６年度を迎えまして初めての審査会でございま

す。枚方市職員に変更があると聞いておりますので、事務局より

紹介をお願いします。 

事務局 開発調整課 

古川課長代理 

事務局より職員の変更についてご報告いたします。 

この４月の人事異動により、事務局の開発調整課、筈井が異動

となり、私、古川が後任となりました。今後ともよろしくお願い

いたします。 

その他の職員につきましては、昨年度からの引き続きになりま

すので、引き続きよろしくお願いいたします。 

本職員の紹介は以上となります。 

藤井会長 それでは、委員の出席状況につきまして、事務局からお願いい

たします。 

事務局 開発調整課 

古川課長代理 

本審査会の委員総数７名のうち、本日は会場にて５名の委員の

皆様に出席をしていただいております。したがいまして、委員総

数の過半数に達しており、「枚方市建築審査会設置条例第５条第

２項」の規定により、本日の審査会が成立しておりますことを、

ご報告いたします。 

なお、太田委員、三宅委員につきましては、欠席される旨のご

連絡をいただいております。 

藤井会長 ただいま、事務局から報告がありましたとおり、本日は過半数

の委員が出席されております。したがいまして、「枚方市建築審

査会設置条例第５条第２項」の規定によりまして、本日の審査会

が有効に成立していることを確認いたしました。 

さて、本日の案件は、審議案件は１件でございまして、「養父

丘一丁目における建築基準法第43条第２項第２号の規定による

許可について」でございます。 

また、次に、報告案件といたしましては、「建築基準法第43条

第２項第２号許可の一括同意基準に基づく報告事項」を１件予定

しておりますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、本建築審査会の開催にあたりまして、都市整備部の

安達次長より、ご挨拶をお願いいたします。 

都市整備部 安達次長 枚方市都市整備部次長の安達でございます。開会にあたりまし

て、一言ご挨拶申し上げます。 



 

委員の皆様におかれましては、大変お忙しい中、令和６年度第

１回枚方市建築審査会を開催いただき、誠にありがとうございま

す。また、日頃より、本市建築行政にご理解、ご協力をいただい

ておりますことを、お礼申し上げます。 

さて、本日の審査会ですが、お手元の議事次第にございますよ

うに、建築基準法第43条第２項第２号許可にかかる審議案件を１

件、一括同意基準に基づき許可を行った報告案件を１件の予定を

しております。皆様の忌憚のないご意見をいただきたく存じます

ので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

本建築審査会の委員の皆様の任期が、本年６月末までとなって

おり、藤井会長、牧田委員、本日は欠席されておられます太田委

員におかれましては、任期満了となりますことから、一言お願い

できればと考えておりますので、本日の審査会の閉会後にお時間

を取らせていただきたいと存じます。 

あわせまして、次期継続いただきます委員の皆様には、委嘱の

手続を進めさせていただいているところでございますので、よろ

しくお願いいたします。 

簡単ではございますが、開会のご挨拶とさせていただきます。

本日はよろしくお願いいたします。 

藤井会長 はい、ありがとうございます。続きまして、資料の確認を事務

局からお願いいたします。 

事務局 開発調整課 

古川課長代理 

それでは、本日の資料を確認させていただきます。 

まず、令和６年度第１回枚方市建築審査会議案書ですが、事前

に送付させていただいたものから一部修正、差し替えがございま

したので、改めましたものをお手元に置かせていただいておりま

すので、そちらをご確認ください。ご持参いただきましたところ、

申し訳ございません。 

なお、議案書には報告事項の資料も併せて綴られております。 

次に、本日の議事次第、最後に、クリアファイルの法第43条第

２項第２号許可取扱要領等が綴じられた参考資料となります。 

お手元をご確認ください。資料については以上となります。 

藤井会長 次に、本審査会は「枚方市審議会等の会議の公開等に関する規

程」に基づき運営を行っているため、本審査会の公開・非公開に

つきましては、原則、公開といたします。 

議案書等を確認いたしましたところ、案件である議案第１号

は、枚方市情報公開条例第５条に規定する「非公開情報」は含ま

れておりません。 

また、報告第１号につきましては、個人申請案件でございます



 

ので、個人に関する情報が含まれております。 

したがいまして、議案第１号の案件につきましては公開、報告

第１号の案件につきましては、枚方市情報公開条例第５条第１号

の規定により非公開といたしますが、ご異議ございませんでしょ

うか。 

委員 異議なし。 

藤井会長 はい、「異議なし」ということでございますので、そのように

取扱いいたします。 

次に、会議録、会議資料の公表・非公表につきましては、原則、

公表としております。会議において公開扱いとなる、議案第１号

の会議録、会議資料は枚方市ホームページなどで公表することと

し、会議資料につきましても本審査会の運用事項で定めています

とおり、議案書の抜粋を公表いたします。 

また、会議を非公開の扱いとする報告第１号の会議録、会議資

料につきましては、非公表といたしたいと思いますが、よろしい

でしょうか。 

委員 異議なし。 

藤井会長 はい、「異議なし」とのことでございますので、そのように取

扱いいたします。 

それでは、本日の傍聴人の有無につきまして、事務局から報告

をお願いします。 

事務局 開発調整課 

古川課長代理 

はい、本日、傍聴を希望されている方はいらっしゃいません。 

 １ 審議案件 

議案第１号 

養父丘１丁目における建築基準法第43条第２項第２号の規

定による許可について 

藤井会長 はい。それではこれより、議案審議に移ります。議案第１号の

「養父丘１丁目における建築基準法第43条第２項第２号の規定

による許可について」でございますが、処分庁から説明をお願い

します。 

処分庁 審査指導課  

金子主任 

審査指導課の金子です。 

議案第１号「養父丘１丁目における建築基準法第43条第２項第

２号の規定による許可」について説明いたします。スライドに沿

って説明させていただきます。 

本議案は建築物の敷地が道路に接していないことについて、建

築基準法第43条第２項第２号の規定による許可を行うことにつ

いて同意を求めるものです。 



 

まず、本件許可に関する基準についてご説明させていただきま

す。こちらが建築基準法第43条第２項第２号許可取扱要領の中の

提案基準９です。本件は提案基準９に該当する案件です。 

この基準は計画建築物の敷地が接する通路について、平成11年

５月１日時点において現に建築物が建ち並んでいること、幅員が

４メートル以上であり延長距離が35メートルを超えるもので、関

係権利者の協定が締結されており、計画建築物が専用住宅など

で、高さが10メートル以下かつ地階を除く階数が３以下であり、

通路を道路と読み替えて建築基準法を満たすことを条件とし、こ

れら全てに該当するものを許可の対象とするものです。 

続きまして、申請建築物の概要についてご説明させていただき

ます。 

申請者が株式会社ＳＴホームズ 代表取締役 東昇一氏、敷地

位置につきましては、枚方市養父丘１丁目419-３、420-４の一部

となっております。用途地域が第二種低層住居専用地域、指定建

蔽率は50％、指定容積率は100％、法22条区域に該当しておりま

す。主要用途は一戸建ての住宅となっております。敷地面積につ

きましては、79.57平方メートルとなっております。工事種別は

新築で、建築面積につきましては39.64平方メートル、延べ面積

につきましては78.56平方メートル、構造につきましては木造、

階数は２階建て、建築物の最高高さは7.64メートル、軒高は6.1

3メートルとなっております。 

次に、提案基準９適用確認表です。 

今回、提案基準９を一覧に示しております。 

建築物の規模は高さ10メートル以下かつ階数は３階以下の基

準を満足しております。建築物の構造は安全上、防火上、衛生上、

支障がないと認められるものとして、外壁及び軒裏を防火構造と

しております。 

協定通路につきましては、現況有効幅員が４メートル、延長距

離につきましては37.45メートルです。以上が、申請建築物の概

要です。 

続きまして、こちらが付近見取図です。 

黄色で着色した部分が協定通路、赤色で着色した部分が申請

地、緑色で着色した部分が建築基準法上の道路となっておりま

す。 

続きまして、こちらが現況図です。 

赤色の実線で囲まれた部分が申請建築物の敷地、黄色の着色部

分が協定通路です。この通路は、緑色で着色された建築基準法上



 

の道路に接続しております。協定通路はその長さが約37.5メート

ルで、４メートル以上の幅が確保されております。 

続きまして、こちらが配置図・排水計画図です。 

本申請建築物の敷地の部分における汚水排水は公共下水に接

続し、雨水排水につきましては雨水側溝へ放流する計画となって

おります。 

こちらが平面図です。 

規模につきましては２階建てで、用途につきましては一戸建て

の住宅となっております。 

続きまして、こちらが立面図です。 

地階を除く階数は２以下で、外壁及び軒裏の構造は防火構造の

性能を有するものです。 

続きまして、こちらが断面図です。 

協定通路を道路とみなした道路高さ制限に適合していること

が確認できます。 

続きまして、こちらは敷地求積図です。 

敷地面積につきましては、79.57平方メートルとなっておりま

す。 

続きまして、こちらは建物の求積図です。 

建蔽率及び容積率につきましては、それぞれ基準に適合してお

ります。 

続きまして、こちらは通路協定書類の平面図及び断面図です。 

こちらの平面図における黄色で着色された部分が協定通路と

なっております。平面図の下に描かれております断面図のとお

り、有効幅員は４メートル以上確保されております。 

続きまして、こちらが通路協定書類における本通路部分の地積

測量図です。各土地の地番が表記されております。 

続きまして、こちらが通路部分の土地所有者による同意書で

す。当該土地の部分に工作物等を設けない旨の同意がなされてお

ります。なお、本同意書につきましては、平成11年の建築基準法

第43条許可制度適用以前に提出されており、現在の通路協定書の

様式に記載されたものではありませんが、協定通路として必要な

内容である通路部分の土地所有者の承諾は本同意書で得られて

いることから、通路協定書に準ずるものとして取扱っておりま

す。また、こちらの同意書で当該敷地部分が含まれる土地におけ

る協定通路の分筆と地目変更を行うこと、建築物の用途、規模、

構造の制限を受けること等について承諾しています。 

続きまして、こちらが申請地付近の航空写真です。 



 

黄色で着色した部分が協定通路、赤色で着色した部分が申請

地、緑色で着色した部分が建築基準法上の道路です。協定通路が

建築基準法上の道路に接続されていることが確認できます。 

続きまして、こちらが現況図で、写真の撮影位置を示しており

ます。 

こちらの写真は、協定通路の入口付近を北側から撮影したもの

です。黄色で着色している本協定通路は、緑色で着色している建

築基準法上の道路に接続しております。 

こちらの写真は、申請地を北側から撮影したものです。協定通

路は、側溝を除いた幅員４メートルとなる部分です。 

こちらの写真は、申請地を南側から撮影したものです。 

こちらの写真は、協定通路の南側から撮影したものです。黄色

で着色した範囲が本協定通路の範囲となります。 

最後に、調査意見です。 

本申請地前面の通路につきましては、通路協定が締結されてお

り、建築基準法第43条第２項第２号空地として判定されていま

す。本件許可に関して、通路及び敷地の状況は法第43条第２項第

２号許可取扱要領の提案基準９に規定している建築物の用途、規

模、構造基準に適合しております。また、協定通路を道路と読み

替えて適用する建築基準関係規定にも適合しております。したが

って本申請については、交通上、安全上、防火上及び衛生上、支

障がないものと認められます。 

説明は以上です。よろしくご審議の上、ご同意いただきますよ

うお願いいたします。 

藤井会長 はい。ただいま説明がありました、議案第１号につきましてで

すが、ご意見、ご質問等はございませんでしょうか。よろしくお

願いいたします。 

質問ですけれども、審議対象の申請地の反対側ですが、現況図

を見ますと通路と書いてありますが、言葉にこだわるわけではな

いですけれど、この裏側はどうなっていますか。 

処分庁 審査指導課  

金子主任 

裏側は、航空写真で示します。こちらですね。 

藤井会長 はい、そちらです。 

処分庁 審査指導課  

金子主任 

こちらにつきましては、建築基準法第42条第１項第１号の道路

となっております。 

藤井会長 付近見取図がわかりにくいですが、道路ですか。 

処分庁 審査指導課  

金子主任 

はい。平成30年に位置指定道路として道路が造られました。す

みません、この付近見取図が少し古いものでして、そのときには



 

まだ道路がありませんでした。 

藤井会長 そうですか。 

牧田委員 法上の道路ということですか。 

処分庁 審査指導課  

金子主任 

法上の道路です。 

牧田委員 法上の道路であれば、その接道がありますよね。 

処分庁 審査指導課  

金子主任 

法上の道路と当該敷地の間に私有地が挟まっていまして、接道

していない状況です。 

牧田委員 なるほど、そういうことですか。 

処分庁 審査指導課  

福田代理 

他人地が間に入っておりますので、配置図には隣地境界と書い

てございまして、道路境界線ではないです。 

牧田委員 だから、裏での接道は無理だということですね。 

処分庁 審査指導課  

福田代理 

はい。 

藤井会長 今の、裏の位置指定道路とこの敷地の間に私有地が挟まってい

るというお話ですね。細長い私有地ですか。 

処分庁 審査指導課 

金子主任 

はい、細長い私有地が挟まっております。 

藤井会長 それは位置指定道路の幅員の外にあるのですか。 

処分庁 審査指導課  

金子主任 

そうです。 

佐野委員 その裏手側というのは、勝手口は造ったけれど、位置指定道路

の側から出られないということですか。 

処分庁 審査指導課 

金子主任 

出られないです。 

処分庁 審査指導課 

福田代理 

コンクリートブロックの塀が裏側までございまして、今は出入

口は設けておりません。今回の計画でも設けない計画となってお

ります。 

藤井会長 それは、本件申請敷地の並びに建っている建築物も同じことで

すか。位置指定道路があって、その間に私有地が挟まっている。 

処分庁 審査指導課 

金子主任 

そうです。裏側は私有地が挟まっていて、その奥に道路がある

形になっています。 

藤井会長 段差か何かがあるわけでもないですね。 

処分庁 審査指導課 

金子主任 

コンクリートブロック２段分ほど高低差があります。 

藤井会長 そうですか。 

寺地会長代理 今の図面、手元資料にありますか。 

処分庁 審査指導課  配置図・排水計画図の左側に敷地断面図が入っております。 



 

金子主任 

藤井会長 これを見ると40センチぐらいですね。 

処分庁 審査指導課  

金子主任 

そうですね、40センチの高低差があります。 

寺地会長代理 下がって少し私有地があって、道路があるんですね。 

処分庁 審査指導課  

金子主任 

そうですね、はい。 

寺地会長代理 １点いいですか。 

今回の道路の許可に大きく関わることではないですけれど、こ

の申請建物は南側の壁面位置は民法を満たしていないですよね、

500のセットバックというのを。それはこの審査会では関知しな

いですか。 

処分庁 審査指導課  

金子主任 

そうですね。民法上の話につきましては、建築基準関係規定で

はありませんので。 

寺地会長代理 構わない、と。 

処分庁 審査指導課  

金子主任 

そうです。 

寺地会長代理 北側は斜線制限でぎりぎりなので北側は870空いているけれ

ど、南側は幅寄せているなと。お隣の方とは、民民でこういう建

物が建つことに事前に話合いとかはされていませんよね。 

処分庁 審査指導課 

福田代理 

確認申請前の市の条例の事前協議の中で、離隔距離が500を切

り隣接地の所有者と揉め事があった場合は、相互で納めるようア

ナウンスしております。 

藤井会長 よくありますよね。「離隔距離50センチなくて法律で許される

のか、何とかならんのですか」と聞かれて、「結論としてはなか

なか難しいですよ、民法には書いてありますが」ということを言

うんですがね。建築基準法と民法は直接関係ないですから。 

処分庁 審査指導課 

福田代理 

そうですね。 

藤井会長 これは、南側へ寄せる合理性があるわけですね、必要性という

か。 

寺地会長代理 はい。 

藤井会長 僕らは、どちらかというと民法とかの話ですが、隣地側に窓は

大きく開いていたりしませんかとか、そういうことはよく聞きま

すね。 

寺地会長代理 窓は最小限にしてありますし、配慮はされていると思います。 

藤井会長 そうですね、そのあたりが落としどころと言うと変な言い方で

すが、あまりに限度を超えると、黙っていられないということに



 

もなりますし。 

寺地会長代理 特にお隣が守っていたら、「私は守っていますので、あなたも

守ってください」という論理がすぐに展開されますね。 

藤井会長 ありますね。日本ではよほど高級住宅地じゃない限り、大きな

敷地と庭というのはないので、お互い様みたいなところがありま

すね。 

佐野委員 質問をしてもよろしいですか。 

協定による道路としての同意書のところで、今は販売元が書い

ていますが、販売した後も効力がありますか。同意している人が

替わるということですよね。 

藤井会長 法律的な理屈としては、直ちに効力がなくなることはないで

す。手当としては、承継させる場合は、こういった制限がついて

いることも承知の上、承継してもらいます。売買のときに、重要

事項説明にも書くと思いますし、そういうことで担保されていま

す。 

佐野委員 行政に再度、通路協定の同意書を出すとかいうことは必要ない

ですか。 

藤井会長 そこまではしてないのではないですか。承継するのはやむを得

ないと思っても、改めて新たに実印をついて出せということにな

ると難しいのでは。 

佐野委員 販売元と契約者の間で。 

藤井会長 そうですね、売買の当事者間で。おっしゃるとおり、あくまで

契約は合意した当事者間でのみ有効ですから、新たに入る人は第

３者ですから、当然に拘束されるということにはならないです。 

手続き的にはあらためて手当てしないですよね、所有者が替わ

ったからといって。 

処分庁 審査指導課 

金子主任 

手続き的には、所有者が替わっても通路協定書は引き継がれて

いくことになっています。 

藤井会長 そうですよね、引き継ぐことを約束していますから。その後、

ちゃんと引き継がれていますかとかそんなことまで行政が確認

する必要性は通常ないと思います。昔と違って、最近の土地売買

はちゃんとしていると感じます。昔の土地売買では、境界も全部

確定していなかったり、それこそこういう同意でも買主が聞いて

いないとかですね、重要事項説明も書いてある内容は非常に大ざ

っぱで、これでいいのかなというのもありましたから、所有者が

替わると紛争が起こり得る要素が結構ありましたけれど、最近は

大分良くなっているのではないかなと思います。 

牧田委員 既存の工作物の権利関係を教えてください。揉める揉めないと



 

いう話が今あったと思いますけれども、既存は更地で、先ほどご

説明があったように、裏手が一面ブロック塀になっているのです

よね。図面で言うと西側のところは敷地境界内にブロック塀の線

らしきものが入っているので、本申請地のブロック塀の所有にな

っている。一方、南側の一部分だけあるブロック塀は図面を見る

と境界がブロックの中心になっているので、ブロック塀はお互い

半分半分というか、割れている所有になっているということでい

いですか。 

処分庁 審査指導課 

福田代理 

はい。 

牧田委員 裏手は段差があるから取れない、危険があるので取れないとい

う、土留めの代わりにもなっていますので。南側はちょうど間に

なると。 

処分庁 審査指導課 

福田代理 

隣接の所有者との共有になります。 

牧田委員 出し合っているようなブロック塀になっていますよね。全面に

あるわけではなくて、南寄りのほうだけある形になっているじゃ

ないですか。Ｈ1200と書いてるところね、これがちょうど境界を

またいでいますので。 

処分庁 審査指導課 

福田代理 

南寄りの部分だけです。 

佐野委員 その奥はないですか、ブロック。 

処分庁 審査指導課 

福田代理 

奥はないです。 

藤井会長 さっきの写真でどこかに写っていませんかね。 

牧田委員 僕が言っているのはそこです。ちょうど出し合いのブロック

になっていますよね。 

その奥は何もないですね。元々何もなかったか。反対側、３番

の写真では何か白いフェンスがありますよね。 

処分庁 審査指導課 

金子主任 

ありますね。 

牧田委員 

 

それが図面に書かれていないということは、お隣さんの敷地

の中の工作物だということですか。 

処分庁 審査指導課 

金子主任 

はい。隣の敷地内のフェンスということです。 

寺地会長代理 配置図・排水計画図は東側に一つ線が入っていますよね。意

図的に隣の土地の何かを書いていますね。私、溝かなと思った

りしましたが違うんですね。 



 

処分庁 審査指導課 

金子主任 

そうですね、フェンス下のブロックです。 

寺地会長代理 そうすると、現況図と配置図・排水計画図はちょっと違う表

現になりますか。 

処分庁 審査指導課  

金子主任 

現況図は、そこが表記されてないです。 

寺地会長代理 さっきの私有地もちゃんと書いてもらった方がいいんじゃな

いですか。西側にも通路があって、両方通路の敷地かと見えて

しまいますよね。 

処分庁 審査指導課 

金子主任 

そうですね。 

寺地会長代理 ここは正確を期してもらった方がいいんじゃないですか。 

処分庁 審査指導課 

金子主任 

わかりました。 

藤井会長 「隣地境界線」と書いていますが、「隣地側通路」とも読めま

すよね。私はそう思いました。 

寺地会長代理 壁面後退はシビアな問題ですので、書けることは正確に書い

てください。 

処分庁 審査指導課 

金子主任 

はい。 

牧田委員 特に建蔽率がぎりぎりの 49.82 なので。ちょっと線が違うだ

けで超えてしまいますよね。 

佐野委員 斜線制限もぎりぎりですよね。屋根の形状でどうにか納めて

いる。 

牧田委員 蛇足ですけれども、排水図面の汚水最終桝がちょうど車の前

輪タイヤのところにあるじゃないですか。戸建て住宅はプラス

チックの蓋をよく使いますが、荷重に耐えられない蓋であると

割れたりすることもあるので、しっかりした蓋を使用としてほ

しいという確認だけされておいてはいかがですか。 

処分庁 審査指導課 

福田代理 

その辺の配慮ですね。 

牧田委員 そうです。 

藤井会長 おっしゃるとおり、出入りをするときも停めていてもタイヤ

に近い位置なので気になりますね。 

ほかはございますでしょうか、よろしいでしょうか。 

それでは、特にないようですので、この議案第１号について

は同意したいと思いますが、ご異議はございますでしょうか。 

委員 異議なし。 



 

 

藤井会長 ご異議なしということでございますので、議案第１号につい

ては同意することといたします。 

 ２ 報告案件 

報告第１号 

建築基準法第43条第２項第２号許可の一括同意基準に基づ

く報告事項について 

藤井会長 これをもちまして、本日予定しておりました案件は全て終了

いたしました。 

最後に、枚方市建築審査会議議事規則第５条第２項に基づく

署名人につきまして、本日の会議録の署名人には、私とあと２

名、寺地会長代理と東野委員にお願いをいたします。会議録の

清書後署名をいただくことになりますので、よろしくお願いい

たします。 

それでは、これで本審査会を閉会することといたします。事

務局から連絡事項等がございましたらお伺いいたします。 

事務局 開発調整課 

古川課長代理 

長時間にわたるご審議、ありがとうございました。 

事務連絡になります。このあと本日の審議結果を市長に報告

するため、委員の皆様に書類へのご捺印をお願いいたします。 

後ほど、担当者がお席に参りますので、よろしくお願いいた

します。 

また、次回、６月の審査会は案件がないということで、開催は

なしとさせていただきます。 

事務局からは以上になります。 

藤井会長 ありがとうございます。それでは、本審査会は閉会にいたし

ます。 


